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岐
阜
県
都
市
公
園
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

令
和
六
年
三
月
二
十
二
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

岐
阜
県
規
則
第
十
三
号

岐
阜
県
都
市
公
園
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

岐
阜
県
都
市
公
園
条
例
施
行
規
則(
昭
和
三
十
七
年
岐
阜
県
規
則
第
百
三
十
五
号)

の
一
部
を
次
の

よ
う
に
改
正
す
る
。

別
表
第
一
二
２
の
表
照
明
設
備
の
部
夜
間
照
明
の
項
中｢

一
三
、
二
〇
〇｣

を｢

四
、
〇
〇
〇｣

に
、

｢

二
六
、
四
〇
〇｣

を｢

八
、
〇
〇
〇｣

に
、｢

三
九
、
六
〇
〇｣

を｢

一
二
、
〇
〇
〇｣

に
、｢

一
、

三
二
〇｣

を｢

五
四
〇｣

に
、｢

二
、
六
四
〇｣

を｢

一
、
〇
七
〇｣

に
改
め
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
令
和
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

岐
阜
県
個
人
番
号
の
利
用
等
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す

る
。

令
和
六
年
三
月
二
十
二
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

岐
阜
県
規
則
第
十
四
号

岐
阜
県
個
人
番
号
の
利
用
等
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

岐
阜
県
個
人
番
号
の
利
用
等
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則(

平
成
三
十
年
岐
阜
県
規
則
第
二
十
三
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
条
第
一
項
中｢

掛
金｣

の
下
に｢

若
し
く
は
口
数
追
加
掛
金(

以
下｢

掛
金
等｣

と
い
う
。)｣

を
加
え
、
同
条
第
二
項
中
第
二
号
を
削
り
、
第
三
号
を
第
二
号
と
し
、
第
四
号
を
第
三
号
と
し
、
同
条

第
七
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

７

条
例
別
表
第
一
一
の
項
第
七
号
の
規
則
で
定
め
る
事
務
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一

私
立
高
等
学
校
等(

専
修
学
校
の
一
般
課
程
、
各
種
学
校
並
び
に
高
等
学
校
、
中
等
教
育
学
校

の
後
期
課
程
及
び
特
別
支
援
学
校
の
専
攻
科
を
除
く
。)

に
在
学
す
る
生
徒
に
対
す
る
選
奨
生
奨

学
金(

以
下
こ
の
項
に
お
い
て｢

奨
学
金｣

と
い
う
。)

の
貸
与
の
申
請
の
受
理
、
そ
の
申
請
に

係
る
事
実
に
つ
い
て
の
審
査
又
は
そ
の
申
請
に
対
す
る
応
答
に
関
す
る
事
務

二

奨
学
金
の
返
還
債
務
の
免
除
又
は
履
行
の
猶
予
の
申
請
の
受
理
、
そ
の
申
請
に
係
る
事
実
に
つ

い
て
の
審
査
又
は
そ
の
申
請
に
対
す
る
応
答
に
関
す
る
事
務

第
二
条
第
十
四
項
を
削
り
、
同
条
第
十
三
項
中｢

別
表
第
一
二
の
項
第
四
号｣

を｢

別
表
第
一
二
の

項
第
五
号｣

に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
十
六
項
と
し
、
同
条
第
十
二
項
中｢

別
表
第
一
二
の
項
第
三
号｣

を｢

別
表
第
一
二
の
項
第
四
号｣

に
、｢

高
等
学
校
の
専
攻
科
、
中
等
教
育
学
校
の
後
期
課
程
の
専
攻

科｣

を｢

高
等
専
門
学
校(

第
四
学
年
及
び
第
五
学
年
に
限
る
。)

並
び
に
高
等
学
校
、
中
等
教
育
学

校
の
後
期
課
程｣

に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
十
五
項
と
し
、
同
条
第
十
一
項
中｢

別
表
第
一
二
の
項
第

二
号｣

を｢

別
表
第
一
二
の
項
第
三
号｣

に
改
め
、｢

規
定
す
る
高
等
学
校
等｣

の
下
に｢

、
高
等
専

門
学
校(

第
四
学
年
及
び
第
五
学
年
に
限
る
。)｣

を
、｢

高
等
部｣

の
下
に｢

、
高
等
専
門
学
校(

第

四
学
年
及
び
第
五
学
年
に
限
る
。)

及
び
特
別
支
援
学
校
の
専
攻
科｣

を
加
え
、｢

第
十
三
項｣

を｢

第

十
六
項｣

に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
十
四
項
と
し
、
同
項
の
前
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

13

条
例
別
表
第
一
二
の
項
第
二
号
の
規
則
で
定
め
る
事
務
は
、
特
別
支
援
学
校
へ
の
就
学
奨
励
に
関

す
る
法
律(

昭
和
二
十
九
年
法
律
第
百
四
十
四
号)

第
二
条
の
規
定
に
よ
る
経
費
の
支
弁
に
準
じ
て

支
弁
す
る
特
別
支
援
学
校
へ
の
就
学
の
た
め
に
必
要
な
経
費
の
算
定
に
必
要
な
資
料
の
受
理
、
そ
の

資
料
に
係
る
事
実
に
つ
い
て
の
審
査
又
は
そ
の
資
料
の
提
出
に
対
す
る
応
答
に
関
す
る
事
務
と
す
る
。

第
二
条
第
十
項
を
同
条
第
十
二
項
と
し
、
同
条
第
九
項
中｢

別
表
第
一
一
の
項
第
九
号｣

を｢

別
表

第
一
一
の
項
第
十
一
号｣

に
改
め
、｢

限
る
。)｣

の
下
に｢

又
は
そ
の
被
扶
養
者(

二
十
歳
未
満
の
者

に
限
る
。)｣

を
加
え
、
同
項
を
同
条
第
十
一
項
と
し
、
同
条
第
八
項
中｢

別
表
第
一
一
の
項
第
八
号｣

を｢

別
表
第
一
一
の
項
第
十
号｣

に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
十
項
と
し
、
同
項
の
前
に
次
の
二
項
を
加

え
る
。

８

条
例
別
表
第
一
一
の
項
第
八
号
の
規
則
で
定
め
る
事
務
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一

私
立
高
等
学
校
等(

特
別
支
援
学
校
の
高
等
部
、
専
修
学
校
、
各
種
学
校
並
び
に
高
等
学
校
、

中
等
教
育
学
校
の
後
期
課
程
及
び
特
別
支
援
学
校
の
専
攻
科
を
除
く
。)

に
在
学
す
る
生
徒
に
対

す
る
高
等
学
校
奨
学
金(

以
下
こ
の
項
及
び
次
条
第
一
項
に
お
い
て｢

奨
学
金｣

と
い
う
。)

の

貸
与
の
申
請
の
受
理
、
そ
の
申
請
に
係
る
事
実
に
つ
い
て
の
審
査
又
は
そ
の
申
請
に
対
す
る
応
答

に
関
す
る
事
務

二

奨
学
金
の
返
還
債
務
の
免
除
又
は
履
行
の
猶
予
の
申
請
の
受
理
、
そ
の
申
請
に
係
る
事
実
に
つ
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則



い
て
の
審
査
又
は
そ
の
申
請
に
対
す
る
応
答
に
関
す
る
事
務

９

条
例
別
表
第
一
一
の
項
第
九
号
の
規
則
で
定
め
る
事
務
は
、
Ｂ
型
肝
炎
ウ
イ
ル
ス
又
は
Ｃ
型
肝
炎

ウ
イ
ル
ス
に
感
染
し
た
者(

肝
が
ん
、
肝
硬
変
又
は
肝
炎
に
罹り

患
し
た
者
に
限
る
。)

に
対
す
る
医

療
費
及
び
定
期
検
査
費
用
の
助
成
の
申
請
の
受
理
、
そ
の
申
請
に
係
る
事
実
に
つ
い
て
の
審
査
又
は

そ
の
申
請
に
対
す
る
応
答
に
関
す
る
事
務
と
す
る
。

第
二
条
に
次
の
二
項
を
加
え
る
。

17

条
例
別
表
第
一
二
の
項
第
六
号
の
規
則
で
定
め
る
事
務
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一

公
立
高
等
学
校
等(
専
修
学
校
の
一
般
課
程
、
各
種
学
校
並
び
に
高
等
学
校
、
中
等
教
育
学
校

の
後
期
課
程
及
び
特
別
支
援
学
校
の
専
攻
科
を
除
く
。)

及
び
大
学(

短
期
大
学
を
含
み
、
専
攻

科
及
び
別
科
並
び
に
大
学
院
を
除
く
。)

に
在
学
す
る
生
徒
に
対
す
る
選
奨
生
奨
学
金(

以
下
こ

の
項
に
お
い
て｢

奨
学
金｣

と
い
う
。)
の
貸
与
の
申
請
の
受
理
、
そ
の
申
請
に
係
る
事
実
に
つ

い
て
の
審
査
又
は
そ
の
申
請
に
対
す
る
応
答
に
関
す
る
事
務

二

奨
学
金
の
返
還
債
務
の
免
除
又
は
履
行
の
猶
予
の
申
請
の
受
理
、
そ
の
申
請
に
係
る
事
実
に
つ

い
て
の
審
査
又
は
そ
の
申
請
に
対
す
る
応
答
に
関
す
る
事
務

18

条
例
別
表
第
一
二
の
項
第
七
号
の
規
則
で
定
め
る
事
務
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一

公
立
高
等
学
校
等(

特
別
支
援
学
校
の
高
等
部
、
専
修
学
校
、
各
種
学
校
並
び
に
高
等
学
校
、

中
等
教
育
学
校
の
後
期
課
程
及
び
特
別
支
援
学
校
の
専
攻
科
を
除
く
。)

に
在
学
す
る
生
徒
に
対

す
る
高
等
学
校
奨
学
金(

以
下
こ
の
項
及
び
第
四
条
第
一
項
に
お
い
て｢
奨
学
金｣

と
い
う
。)

の
貸
与
の
申
請
の
受
理
、
そ
の
申
請
に
係
る
事
実
に
つ
い
て
の
審
査
又
は
そ
の
申
請
に
対
す
る
応

答
に
関
す
る
事
務

二

奨
学
金
の
返
還
債
務
の
免
除
又
は
履
行
の
猶
予
の
申
請
の
受
理
、
そ
の
申
請
に
係
る
事
実
に
つ

い
て
の
審
査
又
は
そ
の
申
請
に
対
す
る
応
答
に
関
す
る
事
務

第
三
条
第
一
項
中｢

前
条
第
一
項
に
規
定
す
る
掛
金｣

を｢

掛
金
等｣

に
改
め
、｢

行
う
者｣
の
下

に｢

及
び
奨
学
金
の
貸
与
の
申
請
を
行
う
者｣

を
加
え
、｢

そ
の｣

を｢

こ
れ
ら
の｣

に
改
め
、
同
条

第
五
項
中｢

前
条
第
八
項
第
一
号｣

を｢

前
条
第
十
項
第
一
号｣

に
改
め
、
同
条
第
六
項
中｢

前
条
第

九
項｣

を｢

前
条
第
十
一
項｣

に
改
め
、
同
条
第
七
項
中｢

前
条
第
十
項｣

を｢

前
条
第
十
二
項｣

に
、

｢

同
条
第
十
一
項｣

を｢

同
条
第
十
四
項｣

に
、｢

同
条
第
十
二
項
及
び
第
十
三
項｣

を｢

同
条
第
十

五
項
及
び
第
十
六
項｣

に
改
め
る
。

第
四
条
第
一
項
中｢

第
二
条
第
十
項｣

を｢

第
二
条
第
十
二
項｣

に
、｢

同
条
第
十
一
項
に
規
定
す

る
給
付
金
の
支
給
の
申
請
を
行
う
者
及
び
同
条
第
十
四
項｣

を｢

同
条
第
十
三
項｣

に
改
め
、｢

。
以

下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ｣

を
削
り
、｢

又
は
当
該
保
護
者
等｣

を｢

、
第
二
条
第
十
四
項
に
規
定
す

る
給
付
金
の
支
給
の
申
請
を
行
う
者
及
び
奨
学
金
の
貸
与
の
申
請
を
行
う
者
又
は
こ
れ
ら
の
者｣

に
改

め
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
令
和
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

岐
阜
県
老
人
福
祉
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

令
和
六
年
三
月
二
十
二
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

岐
阜
県
規
則
第
十
五
号

岐
阜
県
老
人
福
祉
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

岐
阜
県
老
人
福
祉
法
施
行
細
則(

昭
和
三
十
八
年
岐
阜
県
規
則
第
百
九
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に

改
正
す
る
。

別
記
第
七
号
様
式
の
二
及
び
別
記
第
八
号
様
式
の
二
中｢協

力
病
院
｣

を｢協
力
医
療
機
関
｣

に
改

め
る
。

附

則

１

こ
の
規
則
は
、
令
和
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

２

こ
の
規
則
の
施
行
の
際
現
に
こ
の
規
則
に
よ
る
改
正
前
の
岐
阜
県
老
人
福
祉
法
施
行
細
則
の
規
定

に
よ
り
作
成
さ
れ
て
い
る
用
紙(

以
下｢

旧
用
紙｣

と
い
う
。)

が
あ
る
場
合
に
お
い
て
は
、
こ
の

規
則
に
よ
る
改
正
後
の
岐
阜
県
老
人
福
祉
法
施
行
細
則
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
旧
用
紙
を
そ
の
ま

ま
使
用
す
る
こ
と
を
妨
げ
な
い
。

岐
阜
県
証
紙
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

令
和
六
年
三
月
二
十
二
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

岐
阜
県
規
則
第
十
六
号

岐
阜
県
証
紙
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

岐
阜
県
証
紙
条
例
施
行
規
則(

昭
和
二
十
五
年
岐
阜
県
規
則
第
三
十
四
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
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改
正
す
る
。

第
十
条
中｢

門
戸｣

を｢

見
や
す
い
位
置｣

に
、｢

掲
げ
な
け
れ
ば｣

を｢

掲
示
し
、
又
は
イ
ン
タ
ー

ネ
ッ
ト
の
利
用
そ
の
他
の
方
法
に
よ
り
岐
阜
県
収
入
証
紙
販
売
所
で
あ
る
旨
を
表
示
し
な
け
れ
ば｣

に

改
め
る
。

別
記
第
二
号
様
式
備
考
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

６
こ
の
様
式
に
よ
り
難
い
と
き
は
､
記
載
事
項
を
充
足
し
た
適
宜
の
様
式
に
よ
る
こ
と
が
で
き

る
｡

別
記
第
二
号
様
式
の
二
備
考
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

６
こ
の
様
式
に
よ
り
難
い
と
き
は
､
記
載
事
項
を
充
足
し
た
適
宜
の
様
式
に
よ
る
こ
と
が
で
き

る
｡

別
記
第
三
号
様
式
中｢氏

名�
｣

を｢受
領
責
任
者
の
氏
名
及
び
連
絡
先
｣

に
改

め
、
同
様
式
備
考
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

備
考
受
領
欄
に
は
､
証
紙
を
受
領
し
た
責
任
者
の
氏
名
及
び
連
絡
先
を
記
入
す
る
こ
と
｡

別
記
第
四
号
様
式
中｢氏

名�
｣

を｢受
領
責
任
者
の
氏
名
及
び
連
絡
先
｣

に
改

め
、
同
様
式
備
考
第
二
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

２
受
領
欄
に
は
､
交
換
後
の
証
紙
を
受
領
し
た
責
任
者
の
氏
名
及
び
連
絡
先
を
記
入
す
る
こ
と
｡

別
記
第
五
号
様
式
中｢氏
名�
｣

を｢現
地
機
関
の
受
領
責
任
者

の
氏
名
及
び
連
絡
先
｣

に
改
め
、
同
様
式
備
考
中
第
二
号
を
削
り
、
第
三
号
を
第
二
号
と
し
、
同
様
式

備
考
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

３
受
領
欄
に
は
､
証
紙
を
受
領
し
た
責
任
者
の
氏
名
及
び
連
絡
先
を
記
入
す
る
こ
と
｡

附

則

こ
の
規
則
は
、
令
和
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

告

示

岐
阜
県
告
示
第
百
四
十
三
号

土
壌
汚
染
対
策
法(

平
成
十
四
年
法
律
第
五
十
三
号)

第
六
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
、
特
定
有
害

物
質
に
よ
っ
て
汚
染
さ
れ
て
お
り
、
汚
染
の
除
去
等
の
措
置
を
講
ず
る
こ
と
が
必
要
な
区
域

(

以
下

｢

要
措
置
区
域｣

と
い
う
。)

の
指
定
を
次
の
と
お
り
解
除
す
る
。

令
和
六
年
三
月
二
十
二
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

一

指
定
を
解
除
す
る
要
措
置
区
域

令
和
三
年
岐
阜
県
告
示
第
三
百
五
十
六
号
に
よ
り
指
定
し
た
区
域(

大
垣
市
河
間
町
二
丁
目
五
番

並
び
に
三
丁
目
二
六
番
一
、
二
九
番
、
三
〇
番
及
び
二
〇
〇
番
一
の
各
一
部)

及
び
令
和
五
年
岐
阜

県
告
示
第
二
百
三
十
七
号
に
よ
り
指
定
し
た
区
域(

大
垣
市
河
間
町
三
丁
目
二
〇
〇
番
一
の
一
部)

の
全
部(

令
和
四
年
岐
阜
県
告
示
第
三
十
号
、
令
和
四
年
岐
阜
県
告
示
第
百
十
五
号
、
令
和
四
年
岐

阜
県
告
示
第
二
百
四
十
四
号
、
令
和
五
年
岐
阜
県
告
示
第
四
十
四
号
及
び
令
和
六
年
岐
阜
県
告
示
第

六
十
一
号
に
よ
り
指
定
を
解
除
し
た
区
域
以
外
の
区
域)

二

指
定
に
係
る
特
定
有
害
物
質
の
種
類

砒ひ

素
及
び
そ
の
化
合
物
並
び
に
ふ
っ
素
及
び
そ
の
化
合
物

三

当
該
要
措
置
区
域
に
お
い
て
講
じ
ら
れ
た
汚
染
の
除
去
等
の
措
置

土
壌
汚
染
の
除
去(

基
準
不
適
合
土
壌
の
掘
削
に
よ
る
除
去)

岐
阜
県
告
示
第
百
四
十
四
号

岐
阜
県
文
化
財
保
護
条
例(

昭
和
二
十
九
年
岐
阜
県
条
例
第
三
十
七
号)

第
三
条
第
一
項
の
規
定
に

よ
る
岐
阜
県
重
要
文
化
財
の
指
定
を
次
の
よ
う
に
行
う
の
で
、
同
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

令
和
六
年
三
月
二
十
二
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

岐
阜
県
重
要
文
化
財

岐
阜
県
告
示
第
百
四
十
五
号

土
地
改
良
法
施
行
法(
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
六
号)

第
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
な
お
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岐
重

五
三

〇 指
定
番
号

彫
刻

種
目

木
造
薬
師

如
来
坐
像

名

称

一
躯

員
数

カ
ヤ
材
、
一
木
造

像
高
八
六
・
八
セ
ン

チ
メ
ー
ト
ル

内

容

大
垣
市
長

松
町
八
二

〇
番
地

所
在
地

宗
教
法

人
慈
応

寺 所
有
者

所
在
地
に

同
じ
。

住

所



そ
の
効
力
を
有
す
る
こ
と
と
さ
れ
る
耕
地
整
理
法(

明
治
四
十
二
年
法
律
第
三
十
号)

第
七
十
三
条
第

四
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
者
を
恵
那
郡
本
郷
耕
地
整
理
組
合
の
組
合
長
臨
時
代
理
者
に
指
定
し
た
の

で
、
同
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

令
和
六
年
三
月
二
十
二
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

一

住
所

恵
那
市
岩
村
町
富
田
二
六
一
五
番
地
一

二

氏
名

成�
嘉
信

岐
阜
県
告
示
第
百
四
十
六
号

森
林
法(

昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号)
第
二
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
森
林
を
保

安
林
に
指
定
す
る
予
定
で
あ
る
旨
の
通
知
を
受
け
た
の
で
、
同
法
第
三
十
条
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

令
和
六
年
三
月
二
十
二
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

一

保
安
林
予
定
森
林
の
所
在
場
所

中
津
川
市
付
知
町
字
杉
ケ
洞
九
三
〇
四
、
九
三
一
〇

二

指
定
の
目
的

土
砂
の
流
出
の
防
備

三

指
定
施
業
要
件

一�
立
木
の
伐
採
の
方
法

１

次
の
森
林
に
つ
い
て
は
、
主
伐
は
、
択
伐
に
よ
る
。

字
杉
ケ
洞
九
三
〇
四
・
九
三
一
〇(

以
上
二
筆
に
つ
い
て
次
の
図
に
示
す
部
分
に
限
る
。)

２

そ
の
他
の
森
林
に
つ
い
て
は
、
主
伐
に
係
る
伐
採
種
を
定
め
な
い
。

３

主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
立
木
は
、
当
該
立
木
が
所
在
す
る
市
町
村
に
係
る

市
町
村
森
林
整
備
計
画
で
定
め
る
標
準
伐
期
齢
以
上
の
も
の
と
す
る
。

４

間
伐
に
係
る
森
林
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

二�
立
木
の
伐
採
の
限
度

次
の
と
お
り
と
す
る
。

(
｢

次
の
図｣

及
び｢

次
の
と
お
り｣

は
、
省
略
し
、
そ
の
図
面
及
び
関
係
書
類
を
岐
阜
県
林
政
部

森
林
保
全
課
及
び
中
津
川
市
役
所
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。)

岐
阜
県
告
示
第
百
四
十
七
号

森
林
法(

昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号)

第
二
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
農
林
水
産
大
臣
か

ら
保
安
林
の
解
除
を
し
よ
う
と
す
る
旨
の
通
知
を
受
け
た
の
で
、
同
法
第
三
十
条
の
規
定
に
よ
り
そ
の

内
容
を
告
示
す
る
。

令
和
六
年
三
月
二
十
二
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

一

解
除
予
定
保
安
林
の
所
在
場
所

郡
上
市
八
幡
町
有
坂
字
山
方
一
〇
四
九
の
二
〇
、
一
〇
四
九
の
三
四

二

保
安
林
と
し
て
指
定
さ
れ
た
目
的

土
砂
の
流
出
の
防
備

三

解
除
の
理
由

道
路
用
地
と
す
る
た
め

岐
阜
県
告
示
第
百
四
十
八
号

道
路
法(

昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号)

第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
道
路
の
区
域
を

次
の
よ
う
に
変
更
し
た
の
で
告
示
す
る
。

な
お
、
そ
の
関
係
図
面
は
、
令
和
六
年
三
月
二
十
二
日
か
ら
二
週
間
岐
阜
県
県
土
整
備
部
道
路
維
持

課
及
び
岐
阜
県
郡
上
土
木
事
務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

令
和
六
年
三
月
二
十
二
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇
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道
路
の
種
類

路
線
名

区

間

区
域
変
更
前
後
別

敷
地
の
幅

員(

メ
ー
ト

ル)

延

長

(

メ
ー
ト

ル)

備

考



岐
阜
県
告
示
第
百
四
十
九
号

道
路
法(

昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号)

第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
道
路
の
供

用
を
開
始
す
る
の
で
告
示
す
る
。

な
お
、
そ
の
関
係
図
面
は
、
令
和
六
年
三
月
二
十
二
日
か
ら
二
週
間
岐
阜
県
県
土
整
備
部
道
路
維
持

課
及
び
岐
阜
県
岐
阜
土
木
事
務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

令
和
六
年
三
月
二
十
二
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

岐
阜
県
告
示
第
百
五
十
号

道
路
法(

昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号)

第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
道
路
の
供

用
を
開
始
す
る
の
で
告
示
す
る
。

な
お
、
そ
の
関
係
図
面
は
、
令
和
六
年
三
月
二
十
二
日
か
ら
二
週
間
岐
阜
県
県
土
整
備
部
道
路
維
持

課
及
び
岐
阜
県
高
山
土
木
事
務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

令
和
六
年
三
月
二
十
二
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

岐
阜
県
告
示
第
百
五
十
一
号

道
路
法(

昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号)

第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
道
路
の
供

用
を
開
始
す
る
の
で
告
示
す
る
。

な
お
、
そ
の
関
係
図
面
は
、
令
和
六
年
三
月
二
十
二
日
か
ら
二
週
間
岐
阜
県
県
土
整
備
部
道
路
維
持

課
及
び
岐
阜
県
郡
上
土
木
事
務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

令
和
六
年
三
月
二
十
二
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

岐
阜
県
告
示
第
百
五
十
二
号

都
市
計
画
法(

昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号)

第
六
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
揖
斐
都
市
計
画
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県
道

道
路
の
種
類 一

般
国
道

川

島

三

輪
線

路
線
名

二
百
五
十

六
号

岐
阜
市
加
野
七
丁
目
二
三
番
四
地

先
か
ら

同

市
同

二
四
番
三
地

先
ま
で

区

間

郡
上
市
八
幡
町
那
比
字
瀬
口

平
六
四
六
八
番
六
七
地
先
地

内

後 前��･� 延

長
(

メ
ー
ト

ル) ��･�〜��･� ��･�〜��･�令
和�･�･�� 供

用
開
始

の
期
日 �･� �･�令

和�･�･� 備

考

(

区
域
の

決
定
又
は

変
更
の
告

示
年
月
日

ほ
か)

一
般
国
道

道
路
の
種
類 県

道
道
路
の
種
類

四
百
七
十

二
号

路
線
名

高

山

上

宝
線

路
線
名

郡
上
市
明
宝
二
間
手
字
田
代
二
〇

五
番
四
地
先
か
ら

同

市
同

字
前
畑
二
四

七
番
一
地
先
ま
で

区

間

高
山
市
丹
生
川
町
町
方
字
平
田
二

五
六
番
一
四
地
先
か
ら

同

市
同

町
同

字
同

二

三
三
番
一
二
地
先
ま
で

区

間���･� 延

長

(

メ
ー
ト

ル) ��･� 延

長

(

メ
ー
ト

ル)

令
和�･�･�� 供

用
開
始

の
期
日

令
和�･�･�� 供

用
開
始

の
期
日

令
和�･�･�� 備

考

(

区
域
の

決
定
又
は

変
更
の
告

示
年
月
日

ほ
か)

平
成
��･�･��令和元･��･� 備

考

(

区
域
の

決
定
又
は

変
更
の
告

示
年
月
日

ほ
か)



下
水
道
事
業
の
変
更
を
認
可
し
た
の
で
、
同
条
第
二
項
の
規
定
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
六
十
二
条

第
一
項
の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
告
示
す
る
。

令
和
六
年
三
月
二
十
二
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

一

施
行
者
の
名
称

池
田
町

二

都
市
計
画
事
業
の
種
類
及
び
名
称

揖
斐
都
市
計
画
下
水
道
事
業

池
田
町
公
共
下
水
道(

池
田
処
理
区)

三

事
業
施
行
期
間

平
成
十
年
一
月
十
六
日
か
ら

令
和
十
三
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

四

事
業
地

事
業
地
を
表
示
す
る
図
面
に
お
い
て
表
示
す
る
。

選
挙
管
理
委
員
会
告
示

岐
阜
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
四
号

地
方
自
治
法(

昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号)

第
七
十
四
条
第
一
項
及
び
第
七
十
五
条
第
一
項

の
規
定
に
よ
る
選
挙
権
を
有
す
る
者
の
総
数
の
五
十
分
の
一
の
数
並
び
に
同
法
第
七
十
六
条
第
一
項
、

第
八
十
条
第
一
項
、
第
八
十
一
条
第
一
項
及
び
第
八
十
六
条
第
一
項
並
び
に
地
方
教
育
行
政
の
組
織
及

び
運
営
に
関
す
る
法
律(

昭
和
三
十
一
年
法
律
第
百
六
十
二
号)

第
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
選
挙

権
を
有
す
る
者
の
総
数
の
三
分
の
一
の
数(

そ
の
総
数
が
四
十
万
を
超
え
八
十
万
以
下
の
場
合
に
あ
っ

て
は
そ
の
四
十
万
を
超
え
る
数
に
六
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
数
と
四
十
万
に
三
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た

数
と
を
合
算
し
て
得
た
数
、
そ
の
総
数
が
八
十
万
を
超
え
る
場
合
に
あ
っ
て
は
そ
の
八
十
万
を
超
え
る

数
に
八
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
数
と
四
十
万
に
六
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
数
と
四
十
万
に
三
分
の
一
を

乗
じ
て
得
た
数
と
を
合
算
し
て
得
た
数)

は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

令
和
六
年
三
月
二
十
二
日

岐
阜
県
選
挙
管
理
委
員
会

委
員
長

竹

内

治

彦

１
令
和
６
年
３
月
１
日
現
在
に
お
い
て
選
挙
人
名
簿
に
登
録
さ
れ
て
い
る
者
の
総
数

1,625,874人

２
総
数
の
50分
の
１
の
数

32,518人

３
総
数
の
３
分
の
１
の
数
(そ
の
総
数
が
40万
を
超
え
80万
以
下
の
場
合
に
あ
っ
て
は
そ
の
40万
を

超
え
る
数
に
６
分
の
１
を
乗
じ
て
得
た
数
と
40万
に
３
分
の
１
を
乗
じ
て
得
た
数
と
を
合
算
し
て
得

た
数
､
そ
の
総
数
が
80万
を
超
え
る
場
合
に
あ
っ
て
は
そ
の
80万
を
超
え
る
数
に
８
分
の
１
を
乗
じ

て
得
た
数
と
40万
に
６
分
の
１
を
乗
じ
て
得
た
数
と
40万
に
３
分
の
１
を
乗
じ
て
得
た
数
と
を
合
算

し
て
得
た
数
)

303,235人

４
岐
阜
県
議
会
議
員
の
各
選
挙
区
別
の
総
数
及
び
３
分
の
１
の
数

令和６年３月22日 岐 阜 県 公 報 第 478 号( 123 )

土
岐

市

美
濃

加
茂

市

恵
那

市

羽
島

市

瑞
浪

市

中
津

川
市

関
市
・
美
濃
市

多
治

見
市

高
山

市

大
垣

市

岐
阜

市

選
挙

区
名

45,683

42,618

39,579

55,324

29,818

62,050

86,586

89,566

71,334

144,615

333,544

総
数
(人
)

15,228

14,206

13,193

18,442

9,940

20,684

28,862

29,856

23,778

48,205

111,182

３
分
の
１
の
数
(人
)



岐
阜
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
五
号

公
職
選
挙
法
施
行
令(

昭
和
二
十
五
年
政
令
第
八
十
九
号)

第
五
十
五
条
第
二
項
及
び
第
四
項
第
二

号
の
規
定
に
よ
り
施
設
の
長
が
不
在
者
投
票
管
理
者
と
な
る
施
設
に
つ
い
て
、
次
の
と
お
り
名
称
の
変

更
の
報
告
が
あ
っ
た
の
で
、
そ
の
旨
告
示
す
る
。

令
和
六
年
三
月
二
十
二
日

岐
阜
県
選
挙
管
理
委
員
会

委
員
長

竹

内

治

彦

名
称
の
変
更

公
安
委
員
会
告
示

岐
阜
県
公
安
委
員
会
告
示
第
二
号

自
動
車
運
転
代
行
業
の
業
務
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
に
基
づ
く
行
政
処
分
の
公
表
に
関
す
る
規
程

(

平
成
二
十
五
年
岐
阜
県
公
安
委
員
会
告
示
第
一
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

令
和
六
年
三
月
二
十
二
日

岐
阜
県
公
安
委
員
会

委
員
長

林

正

子

第
三
条
第
一
号
中｢

認
定
証
の
番
号｣

を｢

標
識
の
認
定
番
号｣

に
改
め
る
。

｢
｢

別
記
様
式
中

を

に
改
め
る
。

｣
｣

附

則

こ
の
規
程
は
、
令
和
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

公

示

○
国
土
調
査
の
結
果
に
係
る
地
図
及
び
簿
冊
の
認
証

国
土
調
査
法(

昭
和
二
十
六
年
法
律
第
百
八
十
号)

第
十
九
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
国
土
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加
茂

郡

揖
斐

郡

安
八

郡

不
破

郡

養
老

郡

羽
島

郡

海
津

市

下
呂

市

郡
上

市

本
巣

市

飛�
市

瑞
穂

市

山
県

市

可
児

市

各
務

原
市

39,057

53,625

19,259

26,937

22,586

39,209

27,359

25,139

32,581

42,464

19,167

43,986

21,440

92,734

119,614

13,019

17,875

6,420

8,979

7,529

13,070

9,120

8,380

10,861

14,155

6,389

14,662

7,147

30,912

39,872

岐
阜
県
厚
生
農
業
協
同
組
合
連
合
会
東
濃

中
部
医
療
セ
ン
タ
ー
土
岐
市
老
人
保
健
施
設

や
す
ら
ぎ

岐
阜
県
厚
生
農
業
協
同
組
合
連
合
会
東
濃

中
部
医
療
セ
ン
タ
ー
土
岐
市
立
総
合
病
院

変
更

後

認
定
証
番
号

認
定
番
号 土
岐
市
老
人
保
健
施
設
や
す
ら
ぎ

土
岐
市
立
総
合
病
院

変
更

前



調
査
の
結
果
に
係
る
地
図
及
び
簿
冊
を
認
証
し
た
の
で
、
同
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

令
和
六
年
三
月
二
十
二
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

一

調
査
を
行
っ
た
者
の
名
称

飛�
市

二

調
査
を
行
っ
た
地
域

飛�
市
河
合
町
角
川
の
一
部(
角
川(�))

三

調
査
を
行
っ
た
期
間

平
成
二
十
七
年
一
月
か
ら
令
和
四
年
十
二
月
ま
で

四

地
図
及
び
簿
冊
の
名
称

飛�
市(

河
合
町
角
川
の
一
部)

の
地
籍
図

飛�
市(

河
合
町
角
川
の
一
部)

の
地
籍
簿

五

認
証
年
月
日

令
和
六
年
三
月
五
日

○
国
土
調
査
の
結
果
に
係
る
地
図
及
び
簿
冊
の
認
証

国
土
調
査
法(

昭
和
二
十
六
年
法
律
第
百
八
十
号)

第
十
九
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
国
土

調
査
の
結
果
に
係
る
地
図
及
び
簿
冊
を
認
証
し
た
の
で
、
同
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

令
和
六
年
三
月
二
十
二
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

一

調
査
を
行
っ
た
者
の
名
称

飛�
市

二

調
査
を
行
っ
た
地
域

飛�
市
神
岡
町
西
の
一
部(

西(

Ⅶ))

三

調
査
を
行
っ
た
期
間

平
成
三
十
年
五
月
か
ら
令
和
五
年
二
月
ま
で

四

地
図
及
び
簿
冊
の
名
称

飛�
市(

神
岡
町
西
の
一
部)

の
地
籍
図

飛�
市(

神
岡
町
西
の
一
部)

の
地
籍
簿

五

認
証
年
月
日

令
和
六
年
三
月
五
日

○
国
土
調
査
の
結
果
に
係
る
地
図
及
び
簿
冊
の
認
証

国
土
調
査
法(

昭
和
二
十
六
年
法
律
第
百
八
十
号)

第
十
九
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
国
土

調
査
の
結
果
に
係
る
地
図
及
び
簿
冊
を
認
証
し
た
の
で
、
同
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

令
和
六
年
三
月
二
十
二
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

一

調
査
を
行
っ
た
者
の
名
称

飛�
市

二

調
査
を
行
っ
た
地
域

飛�
市
古
川
町
信
包
の
一
部(

信
包(

Ⅳ))

三

調
査
を
行
っ
た
期
間

平
成
二
十
九
年
六
月
か
ら
令
和
五
年
二
月
ま
で

四

地
図
及
び
簿
冊
の
名
称

飛�
市(

古
川
町
信
包
の
一
部)

の
地
籍
図

飛�
市(

古
川
町
信
包
の
一
部)

の
地
籍
簿

五

認
証
年
月
日

令
和
六
年
三
月
六
日

○
国
土
調
査
の
結
果
に
係
る
地
図
及
び
簿
冊
の
認
証

国
土
調
査
法(

昭
和
二
十
六
年
法
律
第
百
八
十
号)

第
十
九
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
国
土

調
査
の
結
果
に
係
る
地
図
及
び
簿
冊
を
認
証
し
た
の
で
、
同
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

令
和
六
年
三
月
二
十
二
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

一

調
査
を
行
っ
た
者
の
名
称
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下
呂
市

二

調
査
を
行
っ
た
地
域

下
呂
市
萩
原
町
野
上
の
一
部(

野
上
１)

三

調
査
を
行
っ
た
期
間

平
成
三
十
年
五
月
か
ら
令
和
五
年
六
月
ま
で

四

地
図
及
び
簿
冊
の
名
称

下
呂
市(

萩
原
町
野
上
の
一
部)

の
地
籍
図

下
呂
市(

萩
原
町
野
上
の
一
部)

の
地
籍
簿

五

認
証
年
月
日

令
和
六
年
三
月
五
日

○
土
地
改
良
区
役
員
の
退
任

土
地
改
良
法(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号)
第
十
八
条
第
十
七
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の

と
お
り
土
地
改
良
区
の
役
員
が
退
任
し
た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
十
八
項
の
規
定
に
よ
り

公
示
す
る
。

令
和
六
年
三
月
二
十
二
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

退
任
し
た
役
員

土

地

改
良
区
名

退

任

年
月
日

役
名

氏

名

住

所

高
須
輪
中

土
地
改
良

区

令
和�･�･��
監
事

森

通

海
津
市
平
田
町
勝
賀

一
二
二
六
番
地

○
落
札
者
等
に
関
す
る
公
示

岐
阜
県
の
物
品
等
又
は
特
定
役
務
の
調
達
手
続
の
特
例
を
定
め
る
規
則(

平
成
七
年
岐
阜
県
規
則
第

百
二
十
号)

第
十
一
条
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
落
札
者
等
に
つ
い
て
公
示
す
る
。

令
和
六
年
三
月
二
十
二
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

１
調
達
物
品
の
名
称
及
び
予
定
数
量
無
鉛
ハ
イ
オ
ク
ガ
ソ
リ
ン

59,200L
無
鉛
レ
ギ
ュ
ラ
ー
ガ
ソ
リ
ン
388,600L

軽
油

22,800L
２
契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
手
続
一
般
競
争
入
札

３
入
札
公
告
を
行
っ
た
日
令
和
６
年
１
月
５
日

４
落
札
者
を
決
定
し
た
日
令
和
６
年
２
月
15日

５
落
札
者
の
住
所
及
び
氏
名
岐
阜
市
東
金
宝
町
二
丁
目
２
番
地

岐
阜
日
石
株
式
会
社

代
表
取
締
役
和
田
隆

６
落
札
金
額
75,161,791円

７
契
約
に
関
す
る
事
務
を
担
当
す
る
部
局
の
名
称
及
び
所
在
地

�
部
局
の
名
称
岐
阜
県
警
察
本
部
総
務
室
会
計
課
調
達
第
二
係

�
所
在
地
岐
阜
市
薮
田
南
二
丁
目
１
番
１
号

○
落
札
者
等
に
関
す
る
公
示

岐
阜
県
の
物
品
等
又
は
特
定
役
務
の
調
達
手
続
の
特
例
を
定
め
る
規
則(

平
成
七
年
岐
阜
県
規
則
第

百
二
十
号)

第
十
一
条
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
落
札
者
等
に
つ
い
て
公
示
す
る
。

令
和
六
年
三
月
二
十
二
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

１
調
達
物
品
の
名
称
及
び
予
定
数
量
航
空
燃
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